
 

７契第 55号 

公     告 

 

 公募型プロポーザル方式による手続を開始するので，次のとおり公告する。 

 

令和７年４月17日 

 

高知市長 桑 名 龍 吾  

 

１ 公募に付する事項 

⑴ 業 務 名  高知市春野公民館・筆山文化会館合築工事基本設計及び実施設計委託業務 

 

⑵ 業務場所  高知市春野町西分 19番地 

 

⑶  業務概要  施設用途：公民館 

 構   造：鉄筋コンクリート造 

公 民 館：第１音楽室，第２音楽室，音楽練習室，第１会議室，第２会議室，陶 

芸室・陶芸窯室，和室，調理室，玄関・廊下等，貸し倉庫，トイレ， 

事務室，備品（太鼓）用倉庫 

付帯施設等：ごみ置場，来庁者用駐輪場，職員用駐輪場，来庁者用駐車場，職員用

駐車場 

 

⑷ 完了期限  令和８年３月31日 

                （完了期限を令和８年３月 31日としているが，議会の承認を経て，完了期限を令和

８年６月 30日に延長する予定である。） 

 

⑸ 業務規模  25,930,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）以内 

  

２ 公募に参加する者に必要な資格に関する事項その他公募に関する事項 

  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

１ 公募に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる要件をすべて満たす者であること。ただし，公告から契約までの期間中に下記資格要 

件のいずれかに該当しないことが明らかになった場合は欠格とする。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第167条の４第２項各号のいずれにも該当しない   

 者 

⑵ 本市の令和６・７年度測量・建設コンサルタント等業務一般競争（指名競争）入札参加資格審査

申請において「建築関係コンサルタント」の申請がある者 

⑶ 高知市内に主たる営業所（本社）を有する者 

⑷ 公告日から契約締結までの間において，本市から指名停止又は指名回避の措置を受けている期間

が存在しない者 

⑸ 破産法（平成 16年法律第 75号）第 18条第１項若しくは第 19条第１項若しくは第２項の規定に

基づく破産の申立て，民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく再生手続開始

の申立て又は会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続開始の申立て

がなされていない者。ただし，民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の

規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても，民事再生法の規定に基づく再生計画

認可の決定又は会社更生法の規定に基づく更生計画認可の決定を受けた者で，再生手続開始又は更

生手続開始の決定を受けた日以降に，本市の入札参加資格の再認定を受けた者については，当該再

生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす。 

⑹ 代表者又は役員等が，高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則（平成 23年規則第28号）

第４条各号のいずれにも該当しない者 

⑺ 公募に参加を希望する者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がない者  

ア 資本関係  

以下のいずれかに該当する二者の場合  

(ｱ) 子会社等（会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。 

以下同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。以下同じ。）の関係にあ

る場合  

(ｲ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合  

イ 人的関係  

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，(ｱ)については，会社等（会社法施行規則 

（平成 18年法務省令第 12号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方

が民事再生法（平成 11年法律第225号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等 

又は更生会社（会社更生法（平成 14年法律第154号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。 

以下同じ。）である場合を除く。  

(ｱ) 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち，次に掲げ

る者をいう。以下同じ。）が，他方の会社等の役員を現に兼ねている場合  

ａ 株式会社の取締役。ただし，次に掲げる者を除く。  

(a) 会社法第２条第 11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である

取締役  

(b) 会社法第２条第 12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役  

(c) 会社法第２条第 15号に規定する社外取締役  

(d) 会社法第 348 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しな

いこととされている取締役  



ｂ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役  

ｃ 会社法第575条第１項に規定する持分会社（合名会社，合資会社又は合同会社をいう。）の

社員（同法第 590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しない

こととされている社員を除く。）  

ｄ 組合の理事  

ｅ その他業務を執行する者であって，ａからｄまでに掲げる者に準ずる者  

(ｲ) 一方の会社等の役員が，他方の会社等の民事再生法第 64 条第２項又は会社更生法第 67 条

第１項の規定により選任された管財人（以下「管財人」という。）を現に兼ねている場合  

(ｳ) 一方の会社等の管財人が，他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合  

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合  

組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合，その他上記ア又は

イと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合 

⑺  建築士法（昭和 25年法律第 202号）第23条の規定に基づく一級建築士事務所登録を行っている

者 

⑻ 建築士法（昭和 25年法律第 202号）による一級建築士を管理技術者及び総合担当主任技術者とし

て配置することができる者（管理技術者と総合担当主任技術者は兼務可） 
 

２ 設計図書の閲覧 

⑴ 設計図書の閲覧 

ア 場  所  高知市役所本庁舎３階契約課 

イ 期  間  令和７年４月 17日８時 30分から同年６月６日まで 

⑵ 電子データの閲覧 

ア 場  所  高知市総務部契約課ホームページ 

イ 期   間    令和７年４月 17日から同年６月６日まで 
 

３ 質疑書の受付，回答の時期及び方法 

⑴ 受付場所  高知市役所本庁舎３階契約課（FAX 又は持参により提出（郵送は認めない。）及び

EXCEL ファイル形式の電子ファイルを高知市総務部契約課電子メールアドレスへ送

付すること。） 

                電子メールアドレス：kc-050500@city.kochi.lg.jp 

⑵ 受付期間  令和７年４月 17日８時 30分から同年５月７日 12時 00分まで 

⑶ 回答時期  令和７年５月 16日 

⑷ 回答方法  回答日から技術提案書の提出締切日まで高知市役所本庁舎３階契約課において閲覧

に付すとともに，高知市総務部契約課のホームページに掲載する。 
 

４ 公募参加の方法等 

⑴ 提出書類 

ア 参加意向申出書（様式１） 

イ 本業務の実施体制（様式２） 

ウ 管理技術者・事務所の業務実績（様式３） 

エ 設計工程計画（様式４） 

オ 本業務についての提案 

テーマ１ 地域に根ざした安心・快適な環境で，幅広い世代が自身のニーズに応じた生涯学習が

できる場，多様な芸術・文化活動及び地域活動を行える場として，柔軟な利用ができる



施設となることを可能とする工夫について（様式５） 

テーマ２ 建築物の延床面積及びライフサイクルコスト（建築設計に係るものに限る）の縮減の

ための具体的な提案（様式５） 

カ コスト想定表（様式６） 

キ 業務参考見積書（様式７） 

アからキまでの書類（以下「技術提案書」という。）の提出をもって，公募に参加する意思表

示をしたものとみなす。  

なお，技術提案書提出後，参加を辞退するときは，参加辞退届（様式９）を高知市総務部契約

課に速やかに提出すること。 

⑵ 提出部数   

Ａ４判（縦）左綴じで２部提出すること。 

写真は，カラーコピーの代用を認める。  

なお，提出書類の表紙にはビニールフィルム等によるカバーをしないこと。 

⑶ 提出先 

高知市総務部契約課 

高知市本町五丁目１番 45号（高知市役所本庁舎３階契約課） 

電話 088－823－9416  FAX 088－823－9496 

⑷ 提出方法   

郵送（書留郵便又は配達証明に限る。）又は持参（質疑回答を確認の上，提出すること。） 

⑸ 提出期限   

令和７年５月23日 17時まで 

（ただし，郵送の場合，令和７年５月 23日必着とする。） 
 

５ 契約条項を示す場所 

 高知市役所本庁舎３階契約課 
 

６ 業務上の条件，技術提案書の作成及び審査等に関する事項 

「高知市春野公民館・筆山文化会館合築工事基本設計及び実施設計委託業務プロポーザル実施要領」

（以下「実施要領」という。）のとおり 
 

７ その他 

⑴ 応募者間において，第１項第７号の基準に該当する場合は，技術提案書の提出者として選定しな

い。また，当該応募者の提出した技術提案書は無効とする。 

 ⑵ 本業務の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者は，本業務に係る工

事の入札に参加し又は当該工事を請負うことができない。 

⑶ 実施要領第８項に規定する受託候補者は，発注者の指定する日時において業務に係る見積書の提

出を行うとともに，見積書提出日から起算して 10日以内に本業務に係る契約を締結しなければなら

ない。 

⑷ 契約の保証金は免除とする。 
 

８ 担当部署 

高知市総務部契約課 

住所 高知市本町五丁目１番 45号（高知市役所本庁舎３階契約課） 

電話 088－823－9416  FAX 088－823－9496 

電子メールアドレス kc-050500@city.kochi.lg.jp 


